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地域共生社会の在り方検討会議（第１回）

令和６年６月２７日 資料３



①地域共生社会の実現に向けた取組



・地域共生社会と包括的支援体制の整備
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Ễ ṕ Ṗ

【衆議院厚生労働委員会】

一 重層的支援体制整備事業が、より多くの市町村において円滑に実施されるよう、同事業を実施していない市
町村に対し、計画の策定、支援会議の設置及び同事業の実施の準備について、必要な助言、研修等を通じた人
材育成その他の援助を行うよう努めること。また、市町村における同事業の実施状況によっては、できる限り
速やかに必要な見直しに向けた検討を開始すること。

二 より多くの市町村において支援会議が組織されるよう、その役割や重要性について周知を図るとともに、効
果的な運営方法に関するガイドラインを作成するなど必要な支援を行うこと。また、支援会議に関する守秘義
務の規定については、支援会議において知り得た全ての事項が含まれるものであることの周知を徹底すること。

三 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用に充てるための交付金については、同事業が、既存の介護、障
害、子ども、生活困窮の制度ごとに分かれている相談支援等の事業のほか、伴走支援や多機関協働といった新
しい機能を持つものであることを踏まえ、必要な予算の確保に努めること。とりわけ、裁量的経費についても
事業を安定的に運営することができるよう、必要な予算の確保に努めること。

【参議院厚生労働委員会】

一 重層的支援体制整備事業について、同事業が介護、障害、子ども及び生活困窮の相談支援等に加え、伴走支
援、多機関協働、アウトリーチ支援等の新たな機能を担うことを踏まえ、同事業がより多くの市町村において
円滑に実施されるよう、裁量的経費を含めて必要な予算を安定的に確保するとともに、既存の各種事業の継続
的な相談支援の実施に十分留意し、その実施体制や専門性の確保・向上に向けた施策を含め、市町村への一層
の支援を行うこと。また、同事業を実施するに当たっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努
めること。
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¸ 市町村は、 צּ

ḭ וֹ צּ אל するよ

う努めるものとする。

V 包括的な支援体制の整備のために、 צּ אל 施策

① 地域住民等が主体的に地域生活課題を把握して解決を試みることができる環境の整備

※ 地域福祉活動への住民参加を促す者への支援、住民の交流の場・活動拠点の整備、住民への研修

② 地域住民等が地域生活課題に関する相談を包括的に受け止め、情報提供や助言を行うとと
もに、必要に応じて支援関係機関につなぐことのできる体制の整備

※ 相談を包括的に受け止める場の整備・周知とバックアップ体制の構築、民生委員・保護司等の地
域の関係者との連携による地域生活課題の早期把握

③ 地域住民等が相談を包括的に受け止める場等では対応が難しい複合的で複雑な課題、制度
の狭間にある課題等を受け止める相談体制の構築

※ 支援関係機関によるチーム支援、支援に関する協議・検討の場、支援を必要とする者の早期把握、
地域住民等との連携
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・重層的支援体制整備事業
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ể 相談支援

【介護】地域包括支援センターの運営

【障害】障害者相談支援事業

【子ども】利用者支援事業

【困窮】自立相談支援事業

Ễ

参加支援
社会とのつながりを回復するため、既存の取組で
は対応できない狭間のニーズについて、就労支援
や見守り等居住支援などを提供

ễ 地域づくりに向けた支援

【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定める
もの（地域介護予防活動支援事業）

【介護】生活支援体制整備事業

【障害】地域活動支援センター事業

【子ども】地域子育て支援拠点事業

【困窮】生活困窮者支援等のための地域づくり事業

Ệ
アウトリーチ等を通じた継続的支援
訪問等により継続的に繋がり続ける機能

ệ
多機関協働
世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能

Ỉ 支援プランの作成（※）

ךּ ṕ 106 Ệ Ễ Ṗ

（※）支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。

重層的支援体制整備事業とは、以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住
民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に
整備する事業
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︣ ṕ Ṗ ךּ ṕ Ṗ

Ⅱ 今後の取組

３．「地域共生社会」の実現

人口構造及び世帯構成が変化し、家族のつながりや地縁も希薄化し、移動手段の確保も困難となる中で、今後、

更なる増加が見込まれる単身高齢者の生活について、住まいの確保を含め、社会全体でどのようにして支えていく

かが大きな課題である。高齢者福祉、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える

側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、外国人も含め、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生

きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる包摂的な社会の実現が必要である。そこで重要なのは、各種サービ

スの担い手等による連携の下、地域全体で、多様な困りごとを抱える人やその家族を包括的に受け止め、一人一人

に寄り添い、伴走支援するという視点である。この伴走支援は、各種サービスにつなぐという役割のみならず、人

と人とのつながりを創出すること自体に価値を有するものである。

単身高齢者、生活困窮者を始めとする地域住民が安心して日々の生活を営むことができるよう、入居後の総合的

な生活支援も含めて、地域住民の生活を維持するための基盤となる住まいが確保されるための環境整備が必要であ

ることから、住まい政策を社会保障の重要な課題として位置付け、必要な制度的対応を検討していく。

＜① 来年度（2024年度）に実施する取組＞

Ẋ

・ 重層的支援体制整備事業について、より多くの市町村において実施されるよう、引き続き必要な対応を検

討・実施する。

・ 2024年度に、令和２年改正法附則で定められた、施行後５年を目途とした検討規定に基づく検討を行い、

検討結果に基づいて必要な対応を行う。

ṕ ệ 12 22 Ṗ
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וֹףּ ḱ ךּ

○ 関係機関の狭間で適切な支援が行われないといった事例の発生を防止するとともに、深刻な状態にある世帯など支援を必
要とする人を早期に把握し、確実に相談支援につなげるため、支援会議が法定化されている。

○ 一方、重層的支援会議は、個々の対象者に係る支援プランの決定等を行い、継続的な支援を行うことを目的とするもので
あり、目的や対象者の範囲等が異なる。

法律（社会福祉法第106条の６第１項）
実施要綱
自治体事務マニュアル等

ṕ Ṗ 市町村 多機関協働事業者

市町村が支援決定したケースに限らない 市町村が支援決定したケース

צּ שּ

※支援会議における情報等の提供は、個人情報保
護法や他の法令による守秘義務に違反しない

※第三者へ秘密を漏らした場合の罰金あり

צּ

Å による、 ︣
ḱ רּ

Å וֹףּ

（取り扱う事例）
Å本人同意が得られず、適切な情報の共有や連
携を図ることができない事案

Å世帯全体として、支援に当たって連携すべき
関係機関・関係者の間で把握・共有されてい
ない事案

Å

Å支援提供者によるプランの共有
Åプラン終結時等の評価
Å個々のニーズに対応する

וֹ

【支援会議と重層的支援会議の整理】
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・地域共生に関する関連施策



︣

○身寄りのない高齢者等支援 ○自殺対策

○困難な問題を抱える女性への支援 ○孤独・孤立対策

○矯正施設退所者等への支援 ○災害時の被災者支援

○ひきこもり支援 ○住まい支援

○権利擁護支援 ○認知症施策 等

17



・災害時の被災者支援との連携に向けた取組



ḱ ךּ ṕ Ễ 12 ỉ Ḳ 1207 ể Ṗ

○ 被災者への見守り・相談支援等については、避難生活を送る場所や時点に応じて、以下の事業が実施されているところ。
•災害派遣福祉チーム（DWAT）による避難所で生活する支援が必要な方の入浴介助等の日常生活上の支援や、災害時要配慮者が抱える
課題を解決するための相談支援等
•「被災高齢者等把握事業」による在宅で生活する高齢者、障害者へのケアマネジャー等の専門職による生活支援の助言等
•「被災者見守り・相談支援事業」による応急仮設住宅に入居する方等への見守りや相談支援等
○ 被災者の状況に応じて切れ目のない支援を実施するに当たっては、支援に関する情報共有など、各事業が十分な連携の下で実施される
ことが重要であることから、その留意事項について自治体へ通知が発出された

（出典）厚生労働省ホームページ19
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・住まい支援の充実に向けた取組



︣ ṕ Ỉ 21 Ṗ

ểḰ 【生活困窮者自立支援法、生活保護法、 社会福祉法】

① 住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、入居時から入居中、そして退居時ま
での一貫した居住支援を強化する。（生活困窮者自立相談支援事業、重層的支援体制整備事業）
② 見守り等の支援の実施を自治体の努力義務とするなど、地域居住支援事業等の強化を図り、地域での安定した生
活を支援する。
③ 家賃が低廉な住宅等への転居により安定した生活環境が実現するよう、生活困窮者住居確保給付金の支給対象者
の範囲を拡大する。
④ 無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策として、無届の疑いがある施設に係る市町村から都道府
県への通知の努力義務の規定を設けるとともに、届出義務違反への罰則を設ける。

ỄḰ 【生活保護法】

ễḰ 【生活困窮者自立支援法、生活保護法】

単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへ
の支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、①居住支援の強化のための措置、②子どもの
貧困への対応のための措置、③支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。

令和７年４月１日（ただし、２②は公布日（※）、２①は令和６年10月１日）※２②は令和６年１月１日から遡及適用する。
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︣

Å生活困窮の相談窓口・重層的支援体制整備事業におけ
る住まい・入居後の生活支援の相談の明確化

Å居住支援協議会の設置促進【住】

ךּ ︣

Å住まいに関する困りごとの相談に幅広く対応
Å居住支援協議会も活用しつつ、福祉関係の支援や不動産関係
の支援につなぐ

︣

Å居住支援事業について、地域の実情に応じた必要な支援の実施
を努力義務化

Å見守り支援の期間（１年）の柔軟化【省令Ṧ
Å居住支援法人等が緩やかな見守り等を行う住宅の仕組みを構築。
この住宅について、住宅扶助の代理納付を原則化【住】

ḱ ṇ לּ

Å生活困窮者に対する入居支援・入居中の訪問等による見守り支援等
を、より多くの自治体で地域の実情に応じて実施
※衣食住支援：331自治体・37%(2021年)、見守り支援：54自治体・6%(2022年)

Å住宅確保要配慮者への円滑な住宅（見守り等を行う賃貸住宅）の提
供に向けた環境整備

V住まい確保等に関する相談支援から、入居時・入居中・退居
時の支援まで、切れ目のない支援体制が構築される

Č住まい確保に困っている者の自立の促進が図られる
大家の不安軽減により円滑な入居が実現する

V住宅施策と福祉施策の連携により、安心な住まいの確保が図られる

︣

Å住居確保給付金を拡充
※転居費用の支給に当たっては、就職活動を要件としない

Å家賃の低廉な住宅への転居のための初期費用（引っ越し代、
礼金等）を補助

︣

Å緊急一時的な居所確保を行う場合の加算創設【予算】

Å無料低額宿泊所の事前届出義務違反の罰則を創設
Å無届の疑いがある無料低額宿泊所を発見した場合の市町村から
都道府県への通知（努力義務）を創設

Ḳ ךּ

Å様々な要因により緊急一時的な居所確保が必要な者にも、衣食住の
支援を実施

Å無料低額宿泊所の事前届出の実効性確保

V年金収入で暮らす高齢者や就労収入を増やすことが難しい者
が、低廉な家賃の住宅に引っ越すことが可能となる

Č家賃負担軽減により自己の収入等の範囲内で住み続けるこ
とができ、自立の促進が図られる

V緊急時の支援の充実、生活保護受給者の住まいの質の向上が図られる

（※）国土交通省で「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を国会に提出。（【住】とあるものはこの法案による。）26



ךּ קּ

וֹףּ

Å 法律上の定義に「居住の支援」と明記し、自立相談支援事業で住まい・入居後の生活支援の相談に対応すること
を明確化。

V 「ホームレス」だけではなく、「住まい不安定」、特に単身高齢者等で賃貸住宅の契約が難しいといった課題を
抱えた生活困窮者が相談支援を受けやすくなる。

令和７年４月１日施行

家が
ないê

知らない地域
での一人暮らし
が不安ê

来所

訪問

相談を受け、
困りごとを整理

ḱ

同行支援、
他機関への紹介

等

ḱ

プラン振返りと
課題整理

(プラン見直し)

פּ

日常生活自立
社会生活自立
経済的自立

連携・活用

家賃が
払えないê

後方支援・連携

家が
借りられ
ないê

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

家計改善支援事業
就労準備支援事業

日常生活
自立支援事業

住居確保給付金

ḱ

ṇ

家を追い出
されそうê

不動産関係団体 居住支援団体

Å住宅相談・物件の紹介等
（民間賃貸住宅、公営住宅、セーフティネット登録住宅、居住サポート住宅 等）

Å家賃債務保証・安否確認サービス等の紹介 等

ê

そβの他、適切な支援へとつなげる 27



ךּ ךּ ṕ ṇ Ṗ

住まいに関わる
課題がある
幅広い対象者

来所

訪問

ךּ

相談の中で課題を把握・分析

地域居住支援事業

不動産業者への同行等の入居支援
入居後の見守りや生活支援

連携・活用

Å不動産業者等への相談に
より独力で課題解決可能

情報提供のみで終了

生活困窮の支援プランを作成し、
必要な支援等を実施
（地域居住支援事業の利用等）

Å生活保護の利用が必要

Å生活保護を受給中

福祉事務所と連携
（生活困窮者向けと被保護者向けの
地域居住支援事業の一体実施等）

Å経済的な困窮はないが、
独力での課題解決は困難

居住支援法人等の地域の社会資源と連携

個別支援に活用可能な方策を可視化
地域づくりや住宅ストックの確保

地域包括支援

センター

基幹相談支援

センター

福祉事務所

（情報共有・助言、役割分担等）

後方支援・連携

ḱ
ḱ
ḱ

Å生活困窮者自立支援制度
の利用が必要

【体制例】
主任相談支援員、相談支援員、
就労支援員、 ךּ

※

β加配について、予算要求を検討

Å住宅と福祉の関係者が連携した地域における
総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

Å地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支
援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を
構成員とした会議体として下記のような活動
を行う

Å会議での情報交換、地域の支援体制の検討
Å不動産・福祉関係団体への働きかけ、ネット
ワーク形成

Å住宅相談・物件の紹介等の事業の実施
Å家賃債務保証・安否確認サービス等の紹介

自立相談支援事業

相談を受け、
困りごとを整理

連携して対応

28



住まいに課題を抱える生活困窮者等に対し、総合的な相談支援から、見守り支援・地域とのつながり促進などの居住支援までを一貫して
行う「住まい支援システムの構築」に向けて、課題等を整理するため、モデル事業の実施に要する費用を補助する

【実施主体】：都道府県・市・区等（福祉事務所設置自治体） ※居住支援法人、居住支援協議会等へ委託可
【補助率】：国３／４、福祉事務所設置自治体１／４

連携

※既存事業も活用

住まいの相談

抱えている課題
の背景、要因を把
握し、幅広い視点
で住まい支援を中
心とした項目を盛
りこむ

（住居確保給付金等）

（入居支援・入居中生
活支援 等）Å支出の増加や収入減少等に

より転居が必要となったが、
転居費用が捻出できない。
Å身寄りがなく、保証人や緊
急連絡先も確保できない。
Å住まいを失っており、地域
とのつながりもない。
Å家賃滞納による強制退去な
ど住居を失う危険性が高い。
Å関係悪化により家族や知人
から同居が拒否されている。

等

モニタリング

その他、適切な支援
へとつなげる

ךּ ︣

ể

ễ

Ễ ṇ

Å福祉部門と住宅部門が連携し、住まいに課題がある者の相談を
包括的に受け止め、相談内容や相談者の状況に応じて適切な支
援関係機関につなぐ

【体制】
自立相談支援機関に居住支援員（仮称）を配置
ċ 福祉と住宅をつなぐ人材、マネジメントの中心的役割

【役割】
① 住まいを中心とした相談支援（居住支援法人等との連携窓口）
② アセスメント・プランの策定・フォローアップ
③ 身寄りのない者への伴走支援（必要な支援機関へのつなぎ）
④ 地域の居住支援ニーズの把握、必要な地域資源の開拓（生活困
窮者の受入れに理解のある大家や不動産業者の開拓）

ệ 2.2

ṕ ṇ Ṗ

Å市町村の住宅･福祉部局･居住支援団体等で構成（都道府県の
参加も推奨）

Å居住支援協議会未設置の自治体においては、その他会議体と
の連携等を新たに構築

【役割】
地域の資源の把握や事業の総合調整 等

ךּ נּ

参考

29



ךּ קּ

וֹףּ

令和７年４月１日施行

¸ 例えば、①世帯全体として住まい確保の課題を抱えているケースや、②単身世帯で住まい確保の課題を含む複数の
課題を抱えているケースで、自立相談支援機関単独では対応が難しい場合、重層的支援体制整備事業を活用して、
住まい支援を行うことも考えられる。

Å 市町村が重層的支援体制整備事業を実施するにあたり、居住の安定確保のための支援を行うこと、参加支援事業
において居住支援を行うことを明確化。

V 生活困窮の自立相談支援機関のみでは対応が難しいニーズがある者（世帯）に対しても、多機関協働や参加支援、
アウトリーチ等を通じた継続的支援により、連携して入居継続支援を行うことができる。

ḱ

ṇ

ể 多機関協働事業者を中心に、最初に相談を受け
た機関が行ったアセスメントをもとに、重層的
支援会議を開催し、居住支援法人等の支援関係
機関の役割分担や、支援の目標・方向性を整理
したプランを作成

Ễ 支援関係者がチーム一体となり、プランに基づ
く支援が円滑に進むよう、必要な支援を実施

ễ 狭間のニーズに対する入居継続支援は、参加支
援事業・アウトリーチ等を通じた継続的支援事
業を活用

ṕ Ṗ

【役割分担の例】

30



2030 900

(H29 )
800

KPI 10 10
10

Ẇ ṕẑṖ

Ẇ

Ẇ

( )

Ẇ
ṕỄḰ Ṗ

1Ḱ צּ ︡ ḭשּ︣
צּ קּ

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、
住宅金融支援機構法】

Ẇ

Ẇ

ễḰ צּ ︡

【住宅セーフティネット法】

ỄḰ צּ ṇ לּ

Ẇ ṕẑṖ

1. )

【住宅セーフティネット法】

ICT
( )

ḱ
ṕ ḭ Ṗ

ṕ ḭ
ḭ Ṗ ṕ Ṗ

9 

Еῐ
Иῐ
Кῐ
Кῐ

31



②地域共生社会における、

身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応
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¸ ‰ Υיּ ԚϞ σςχ σжϱТϱЦрЕτ βϥ πʺ Υ χΩṍϘπꜛ ϣΰΨ Φ
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קּ ṡלּ Ṣ ṕ Ṗ

〇 独居高齢者の増加が見込まれるとともに、家族がいる場合であっても頼れない状況もあり得る中、本人が意思決定
を完結できなくなった際の意思決定支援を補完する仕組みが必要である。

〇 こうした背景等により、身元保証等を行う事業者が出てきており、今後、その需要の増加が見込まれるが、所管す
る省庁等が存在せず、消費者問題も懸念される状況となっている。身元保証事業者については、サービスの質を確保
し、利用者が安心して利用できることを推進していく必要がある。契約手続や事業者が開示すべき事項などを定めた利
用者の ︣ 、政府全体として課題への対処、整理が必要な状況となっ
ており、まずは שּךּ טּצּ 。課題への対処方法や論点について横断的に整理し、幅広
い解決策を模索していくことが重要である。

〇 さらに、 身元保証、意思決定支援に関する関連制度等の整理や意思決定支援を支える仕組みが必要である。また、
誰もが自分らしく安心して暮らせるよう、 ךּ ṇ ṇ ︣ であり、各地域
の実情に応じた独居の認知症の方を含む高齢者の支援体制を築いていく必要がある。

6.

○ 独居高齢者を含めた高齢者等の生活上の課題については、「意見のとりまとめ」 及び 内閣官房の身元保証等高齢者
サポート調整チームを中心に整理している状況を踏まえ、 ṕ Ṗ
するとともに、 צּ ことを求める。

︢
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︣ ṕ Ṗ ךּ ṕ Ṗ

Ⅱ 今後の取組

３．「地域共生社会」の実現

人口構造及び世帯構成が変化し、家族のつながりや地縁も希薄化し、移動手段の確保も困難となる中で、今後、

更なる増加が見込まれる単身高齢者の生活について、住まいの確保を含め、社会全体でどのようにして支えていく

かが大きな課題である。高齢者福祉、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える

側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、外国人も含め、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生

きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる包摂的な社会の実現が必要である。そこで重要なのは、各種サービ

スの担い手等による連携の下、地域全体で、多様な困りごとを抱える人やその家族を包括的に受け止め、一人一人

に寄り添い、伴走支援するという視点である。この伴走支援は、各種サービスにつなぐという役割のみならず、人

と人とのつながりを創出すること自体に価値を有するものである。

単身高齢者、生活困窮者を始めとする地域住民が安心して日々の生活を営むことができるよう、入居後の総合的

な生活支援も含めて、地域住民の生活を維持するための基盤となる住まいが確保されるための環境整備が必要であ

ることから、住まい政策を社会保障の重要な課題として位置付け、必要な制度的対応を検討していく。

＜② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組＞

Ẋ ךּ

・ 高齢者を中心として単身世帯等の急増が確実に見込まれる中で、身元保証から日常生活支援、死後事務の処

理に至るまで、広く生活を支えていくため、既存の各施策も踏まえた上で、必要な支援の在り方について検討

を行う。

ṕ ệ 12 22 Ṗ
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צּ ︡ כֿ צּ קּ ṡ Ṣ שּ

Ễ ḱ ṇ ḭ

○ 身寄りのない高齢者等の生活上の課題に向き合い、安心して歳を重ねることができる社会をつくっていくため、市町村において、①身寄
りのない高齢者等の生活上の課題に関する ḱ とともに、②主に十分な資力がないなど、民間による支援לּ
を受けられない方を対象に ṇ ︣ し、課題の検証等を行う。

ể

ṕ Ṗ ể 5,000 Ṋ 3/4

ểḰ ḱ

見守り

生活支援 財産管理 残置物処分

死後対応法律相談

権利擁護

終活支援入居支援

Ṩ ṇ Ṩ

支援プラン
の交付

相談

【高齢者等】 【コーディネーター】

包括的支援

契約支援

履行報告等

つながり支援

ỄḰ ṇ ︣

︣ する取組を実施。

身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
等

社
会
福
祉
協
議
会
等

市
町
村

日常生活支援に加えて、身元保証を代替する支援や死
後の事務支援をパッケージで提供

補
助
、
委
託

実施報告
家賃債務保証など

וֹ ṡ Ṣ
（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金：「持続可能な権利擁護支援モデル事業」）

《業務内容》
意思決定支援を確保しながら以下の業務
を実施
・地域の社会資源を組み合わせた『包括的
な支援プラン』の作成。
・プランに基づく支援のアレンジメントや
各種契約支援、履行状況確認
・様々な分野の活動や人と人とのつなぎ合
わせなど地域づくりのコーディネート

など

本人に寄り添った意思決定の支援

︣
（例）入院・入所時の手続支援／緊急連絡先の指定の受託・

緊急時の対応等

（例）介護保険サービス等の手続代行／公共料金の支払代行／
生活費の管理・送金／印鑑・証書・重要書類の保管等

（例）病院等の費用の精算代行/遺体の確認・引き取り/居室の原状
回復/残存家財・遺品の処分/葬儀・納骨・法要の支援

ẑ ṕ Ṗ

41



ṣ Ṥ ךּ וֹ שּ וֹ ṡ Ṣקּ ︣

Ễ
ṕ Ṗ

・過去の調査研究から、日本のあらゆる地域・世代を通じ、頼れる『身寄り』がいることは
もはや当たり前とは言えず、『身寄り』がない事自体が「第２のスタンダート」としてとら
えるべきとの結論に至った。同時に、限定的ではあるが、様々な社会資源・地域において
『身寄り』問題に取り組む行政・団体があり、これらを組み合わせることで、『身寄り』問
題の一定の解決を図り得ることも明らかにした。
・『身寄り』の有無にかかわらず、コロナ禍の中でも尊厳を持って生活していくことのでき
る社会の構築が緊急的に求められている。
・一方、地域の先駆的な一病院や一事業者のみが『身寄り』問題に取り組んだとしても、そ
の特定の機関にのみ負荷がかかり、『身寄り』問題解決に向けての社会的合意が取りづらく
なることから、地域全体で取り組む「地域づくり」を推進していく必要がある。
・以上を踏まえ、地域において『身寄り』がない人を受けとめるための地域づくりに向けた
「手引き」を作成することを目的とする。

ṣ Ṥ וֹ כֿ
・本人が自分のことを自分で決めることが困難（認知症者等）であり、かつ、本人の意思決
定を支援する家族等が身近にいない状態であるケースの増加を想定することが必要。
・本人の意思を尊重し、『身寄り』がいない人の存在だけでなく、『身寄り』に頼らず生活
したいと考える人が存在することを「当たり前」と認識し、対応することが求められている。
・「家族による支援」と「地域や社会による支援」とを並列化することが必要。個人を、家
族や社会、地域等、全てのものから完全に独立したひとりの人として、その尊厳を最大限に
尊重するという権利擁護の基本に立ち返る必要がある。

ṣ Ṥ וֹ כֿ
・『身寄り』問題は、病気や障害の有無にかかわらず、また全世代的に課題が発生する可能
性があることも鑑み、地域で総合的に取組みを行うことが求められる。
・『身寄り』問題の解決のためには、当事者、事業者、支援者のそれぞれが、それぞれの立
場から『身寄り』問題に取り組む必要がある。地域で『身寄り』問題の解決に取り組む主体
については、基礎自治体や、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関、地域包括ケアシ
ステム構築を目指す機関や成年後見制度利用促進法に基づく中核機関等のほか、地域の社会
福祉士会や医師会、医療ソーシャルワーカー協会等の職能団体等が主体となることも考えら
れる。
・『身寄り』問題に関する取組みを進めるため、地域の様々な関係者間が課題を共有し、同
じフィールドで議論することが必要。高い公共性を持った機関・職能団体が「主体」となり、
地域の主要な機関が『身寄り』問題について協議できる「場」の設置が望まれる。
・地域でガイドラインづくりに取り組むことは、地域の様々な人・機関が『身寄り』のない
人の権利擁護の必要性を共有し、当事者・事業者・支援者が協働するきっかけとなり得る。
さらに、これを行政が主導・バックアップすることで、地域共生社会、地域包括ケアシステ
ム、地域の権利擁護事業等と調和した形で『身寄り』問題の解決を目指すことも可能となる。
・ガイドラインやマニュアルはあくまでも手段や通過点。これらをきっかけとして、『身寄
り』の有無にかかわらず、一人ひとりが尊厳のある暮らしを営める社会の実現が期待される。

ṥ Ṧ

ṥ Ṧ
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קּ ךּ ḱ ︣ ṕ Ỉ Ṗ

① 課題名
行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合
等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業

② 課題の趣旨目的
引き取り手のないご遺体については、身元が不明である場合はその所在地の市町村において（行旅病人及行旅死
亡人取扱法）、火葬等を行う者がいないとき又は判明しないときは死亡地の市町村において（墓地、埋葬等に関
する法律）、火葬等を行うこととされている。また、生活保護法においては、被保護者が死亡した場合で葬祭を
行う扶養義務者がいない場合や、死者に対して葬祭を行う扶養義務者がおらず遺留金品で葬祭費用を賄うことが
できず、かつ葬祭を行う者がいる場合に、葬祭扶助を行うことができるとされている。これら規定に基づき自治
体において、葬祭等関連事務を取り扱うことがあるが、これに関し、遺体や遺骨の取扱に苦慮するケースがある
との指摘がある。こうした状況を踏まえ、これら法令に関連して自治体で遺体・遺骨を取り扱う場合の実態や課
題を把握し、好事例を示す等の対応を検討するもの。

③ 想定される事業内容（具体的内容、手法、成果物及び活用方法）
1．具体的内容・手法
①「課題の趣旨目的」に記載の法令に基づく遺体・遺骨の取扱の実態や課題について、複数の自治体や専門家に
対してヒアリング調査を行う。
②①のヒアリング結果や各種既存資料をもとに、課題や対応事例を整理し、遺体・遺骨の取扱いに関する対応に
ついて、事例集等を作成する。

２．成果物及び活用方法（施策への反映）
成果物として、事例毎にどのような対応が考えられるかを示した事例集等を作成し、それら内容を含んだ報告
書をまとめること。報告書の内容については自治体に周知する予定であり、自治体において、関連法令に基づき
火葬等関連事務を行う場合に、当該事例集等を参考に円滑に対処できるようにすることを目指す。 44



③成年後見制度の見直しに向けた

司法と福祉との連携強化等の

総合的な権利擁護支援策の充実
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╩ ╢√╘⌐ ↕╣√ ⌐╟╡⁸ ╩ ⌐ ∆╢  

⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸  
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ₒ 2 ₓ 

 

 ♥  ͪ ̯  Ҟ 

ᾍ ǯǱȒ  
Ѩ ҘǓ ǘǭǋȒǵǓ ₡ǵ 

ǵ  
Ѩ ҘǓ ǞǖʥӦѝǱ  Ѩ ҘǓʥӦѝǱ  

ǭșǠȒǚǯǓǮ
ǔȒ˲ 

   

₴♥ ˲ ₴♥  

˲ɵ̯ͪ˲ɵ Ҟ˲ ǵ 

ֿ Ǔⱳ Ǳ  

 
13 1 ὑǵ  

 

ǭǵ ᶪКǮǵὤ↨ Ѩ Ǔᾃ

ѨǮὑȈȒƼ ὑǵ ♣ ƽ

13 1 ὑǵ ǵʝ  

֝ ǞǓ֯ Ǳ  ₡ ǲ ǠȒ ̊Ẇǵ  
ֿʣ 

 

ֿʣ 

 

₴♥ ˲ ǲʦǏȐ 

ȓȒ̈ ǵ ᶪ 
ǲ ǠȒǠȀǭǵ ♣  

ǭǵ ᶪКǮὤ↨ Ѩ ǓᾃѨǮὑ

ȈȒƼ ὑǵ ♣ ƽ  

ֿ‼ 

 

Ѱ↓șѫ ǞǦḹֻǵ
ǱǰǵѰ   

 

 

─  

˲̊Ẇǵ ǵ ǭǲȏȑƲ̯ͪ˲ǲ̈ șʦǏȒᾃѨșǠȒḹֻƲ ˲ǵֿ Ǔⱳ ǲǱȑȅǠƳ Ҟ ỒǵᾃѨȋ Ҟ˲ǲֿ ɵ̈ șʦ

ǏȒᾃѨșǠȒḹֻȉֿǟǮǠƳ 

13 1 ǮǶƲΕ Ʋ Ʋ ǵ ɵ Ʋ ɵ ɵṔ Ǳǰǵ Ǔ ǙȐȓǭǋȅǠƳ 

ὤ↨ Ѩ ǵᾃѨǲȏȑƲ 13 1 ǵ ὑǵ ̊ẆǲǫǋǭȉƲֿ ɵ֝ ǵ ᶪǯǠȒǚǯǓǮǔȅǠƳ 

ᴜǵ ЊǱǰ ₡ ǲ ǠȒ Ƕ ǒȓȅǠƳ 

ǚȓȅǮƲֺ ǵ ♣ǲǑǋǭƲ Ѱ↓șѫ ǠȒǚǯǲȏȑƲӣ₉Ʋ Ṳ ǵ ȋЏҵᴣ ǵ᷂̬șẕǍǱǰƲ ˲ǵ ѫșѰ ǠȒ ὑǓὑȈ

ȐȓǭǋȅǞǦǓƲ̉ᴇϷ₴ǲƼ ₴ ♥ ˲ ǵ ѫǵѰ ǲ͜Ȓ ǵ ӓ șᶫȒǦȈǵ ͜ ♣ǵ ρǲ ǠȒ ♣ƽǓ ǞƲʣ ѫș

Ѱ ǠȒ ὑǶѹ ǜȓȅǞǦƳ 

̉ᴇϷ₴ǲƼ̝ ǵʝ ș ǠȒ ♣ƽ Ǔ ǞƲ ₴ ♥ ˲֗Ǻ ̯ͪ˲ȉ ╛̝ ǵ֝ ☻ǲᾦ̑ǮǔȒǚǯǯǱȑȅǞǦƳȉǪǯȉƲ֝

☻ ǶƲǤǵ ȋ Ҙ ȉ ȅǏǭ ʺ ̝Ǯ ̑ǜȓȒǦȈƲ֝ ☻ ǿǵᾦ̑♥ǲѨ ҘṶ̌ʤǞǭ♥ ỒǵᾃѨș֞ǘǦḹֻǲǶƲʝ

ǶǤǵ᷂̬șẕǍǚǯǯǜȓǭǑȑƲПǺ֝ ☻ ǲᾦ̑ǠȒǦȈǲǶƲ Ȉǭ ʺ ̝ǵ ǵ ὑǵ ș Ȓⱳ ǓǉȑȅǠƳ 

 

˲Ʋ θ Ʋᶤ Кǵ Ʋ όὍƲ⁸ Ǳǰ  

╛̝ ǵ֝ ☻  
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Ẇ ểỄ

Ẇ ṕ Ṗ
ṕ Ṗ ṕ

Ṗ

Ẇ

Ḵ

①申立て

③
成
年
後
見
人

等
の
選
任

④財産管理・身上保護の事務

（※必要に応じ、代理権・取消権を活用）

⑤
監
督

※親族は約18％。親族
以外では弁護士・司法
書士・社会福祉士など
の専門職が選任される
ことが多い。市民後見
人や法人が選任される
こともある。

※申立人は本人が22 .2％、
親族が50 .7％、親族以外
が27 .1％（うち市区町村
長が23 .6％で最も多い）

ṕ ḭ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ ḭ Ṗ

Ẋ ṕ ṇ Ṗ

※主な開始原因は、認知
症が約62 .6％、知的障
害が9.9％、統合失調症
が8.8％

年に1回、
家庭裁判所に業務
報告をして、家庭
裁判所の決定した
報酬が本人の財産
から支払われる
（平均は年額 33.4
万円）

※基本理念
自己決定権の尊重
残存能力の活用
ノーマライゼーション

※本庁 50
支部 203
出張所 77 48



ṕ ễỂ Ṍ ệ Ṗ

30 12 12 2 12 3 12 4 12 5 12

169,583 171,858 174,680 177,244 178,316 178,759

35,884 38,949 42,569 46,200 49,134 52,089

10,064 10,983 12,383 13,826 14,898 15,863

2,611 2,652 2,655 2,663 2,739 2,773

218,142 224,442 232,287 239,933 245,087 249,484

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

218,142

239,933
232,287

249,484

224,442

245,087
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ṕ ệ Ṗ

資料：最高裁判所「成年後見関係事件の概況－令和５年１月～１２月－」より作成 50



ךּ

Ẇ 市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等
の支援をうけて後見業務を適正に担う。

○ 主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の金銭管理、介護・福祉サービスの利用援助の支援など。
市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、登録後、家庭裁判所からの選任を受け
てから、成年後見人等としての活動が開始される。

○ 市民後見人として活動するには、地域の自治体や中核機関等
が実施する養成講座などの研修を受講し、家庭裁判所から後見
人等として選任される必要がある。

市民後見人として選任された後も、スムーズな後見活動が継続
できるように、定期的に報告や相談を聞き、必要であれば速や
かにサポートしていく体制づくりが重要。

ḱ

養成者数(累計) 登録者数 受任者数

２３，３２３人 ８，２０２人 １，９０４人

出典：令和５年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果（厚生労働省）より作成

Ẋ （R5.4.1時点）

︡ ︣

地元自治体が開催する市民後見人養成講座を受講

（知識・技術・姿勢を習得）

地元社会福祉協議会やNPO法人などが実施する事業に、

権利擁護に関わる支援員として活動して経験を重ねる

地元自治体が整備する市民後見人候補者名簿に登載

地元自治体から成年後見人等の候補者として推薦され、

家庭裁判所から選任を受けて市民後見人としての活動をスタート

選任後も地元自治体の社会福祉協議会等が

市民後見人の相談に対応、支援

51



ךּ

52

Ẇ 法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人が成年後見人等になり、親族等が個人で成年後見人
等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うもの。

○ 法人後見では、法人の職員が成年後見制度に基づく後見事務を担当して行う。担当職員が何らかの理由でその事務
を行なえなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点がある。

Ẋ （R5.4.1時点）

○ 権利擁護や福祉・法律の知識や技術をもった法人が、成年後
見制度の担い手として活動することは、適切な支援ができると
いうだけではなく、自らが持つネットワークの知見や情報を活
用し、素早い対応ができたり、いままで支援してきた人が何ら
かの理由で支援できなくなった場合に、すぐに代わりの人を選
んで支援を引き継いでもらえるというメリットがある。
今後、権利擁護についての知識がある法人の参画が期待され
る。

○ 法人後見の担当者が代わっても、同じ考え方や姿勢で継続し
て後見業務が継続できるように、法人内で、権利擁護支援に対
する意識統一を図る必要がある。受任方針の確認、業務の継続
を見据えた財源の確保、効率的な担当職員の配置、今後に向け
た人材育成のしくみ、後見業務の協力者となる専門家チームと
の地域連携ネットワークの確保と拡充など、持続可能な体制づ
くりが必要。

וֹ שּ

社会福祉協議会 ７７０法人

社会福祉法人 ４０法人

その他の法人(NPO、一般社団等) ４２１法人

計 １，２３１法人

出典：令和５年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果（厚生労働省）より作成



～ 尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進 ～

з נּ

Ẇ Ệ3 ṕ ỆṌỊ 5 Ṗ

Ẋ וֹ
・ 地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心とした支援・活動における共通基盤となる考
え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の
一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていく。

Ẋ טּ ךּ︡ קּ לּ ︣
・ 以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。
① 本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること
② 成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性についても考慮された上で、適切に成年後

見制度が利用されるよう、連携体制を整備すること
③ 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること
④ 任意後見制度や補助・保佐類型が利用されるための取組を進めること
⑤ 不正防止等の方策を推進すること

Ẋ ︣ שּ︡ שּ
・ 地域連携ネットワークを通じた福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に司法による
権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく。

Ệ ︡
（１）任意後見制度の利用促進
（２）担い手の確保・育成等の推進
（３）市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
（４）地方公共団体による行政計画等の策定
（５）都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進

ễ ṇ שּ
（１）権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方

－尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加－

（２）地域連携ネットワークの機能
－個別支援と制度の運用・監督－

（３）地域連携ネットワークの機能を強化するための取組
－中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり－

（４）包括的・多層的な支援体制の構築

Ễ טּ ךּ︡ ︣
（１）本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
（２）適切な後見人等の選任・交代の推進等
（３）不正防止の徹底と利用しやすさの調和等
（４）各種手続における後見業務の円滑化等

ể ︡ וֹ
（１）成年後見制度等の見直しに向けた検討

・ スポット利用の可否／三類型の在り方／成年後見人の柔軟な交代／成年後見
人の報酬の在り方／任意後見制度の在り方

（２）総合的な権利擁護支援策の充実

・ 日常生活自立支援事業等との連携・体制強化／新たな連携による生活支援・
意思決定支援の検討／都道府県単位での新たな取組の検討

(mhlw.go.jp)第二期基本計画全文 →

и וֹ פּ ￼ קּ

53

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622_00017.html


֩ ֪
Ӷ ᶍ ᶊ ᵰᶅ ᵪᶃ ᶊ ᵹᶘᵬ

ᶍ ᵶᶊ ᵰᵾ ᶇ ᶉ ⱱ ᶍ

֩ ֪ ᶍ ᵶᶊ ᵰᵾ

ᶎᴲ ᶍ ᶊᵪᵪᶮᶨᵹ ᶍᵡᶪ ᶨᵶᵣ ᶍ ᶣ ᶍ ╓ ᶗᶍ נּ ᶍḖᴻḦḱᶹ
Ḅᴻ᷿ḯḻᶍ ᶱ ᵶᴲ ᶍ ᵶᶊ ᵰᵾ ᶱ ᵥᴳ

֩ ֪ ᶉ ⱱ ᶍ

֩ ֪ᶍ ᶍ ᵶᶍ ᶱᶧᶩ ᶠᶅᵣᵮᵾᶠᶊᶎᴲ ∙ ᶍ ⱱ ᶱ
ᶊ ᵴᵺᶅᵣᵮ ᵫᵡᶪᴳᵼᶍᵾᶠᴲ ᵾᶊ≥ ⱱ ᶊᶧᶂᶅ ᶱ ᵧᶪ ᶣ ᶊᶧᶪ

ⱱᶱ ᶉᶡᶍᶇᵸᶪ ᶍ ᶱ ᶠᴲᵲᶫᶨᶍ ᶣ ᶍ ᵶᶍ ᶊ ꞌᵶᶅᴲ
ᶍ ᶣ ᶍ ᶉ ᵶᶱ ᵸᶪᴳ

Ӣ ᵾᶉ ᴴ ᶍ ᶊᶧᶪ ⱱᴴ≥ ⱱᶍ

ᴴ ᶎᴲ ᶉ ᴲ ᶣ ᶍ ᶉ ᶊᶧᶪ ⱱ ᶍ᷊ᴻḛḁ֩ ⌐ᶉ ᴲ
╪ᴴ ⱱ ᶍ ⱱ᷊ᴻḛḁᶱᵣᵥᴳ֪ᵫᴲ ᶍ ⱱᶇᵶᶅ ᵴᶫᶪᶧᵥᴲ≥
ⱱ ᶱ ᵶᶉᵫᶨ ᶱ ᵱᶪᵾᶠᶍ ᶱ ᵸᶪᴳ

ᴴᵼᶍ ᴲ ᶩᶍᶉᵣ ᶡ ᶠᴲ ᶡᵫ↨ ᵶᶅ ⱱ ᶍ᷊ᴻḛḁᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᶧᵥᴲ◖☺ᶍ
ᶣ ᶍ ᶍ ᴲ ╓ ḕḋḐḷᴻ᷄ ᶇᶍ ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶡ ᵸᶪᴳ

ᴴ ⱱ ᶍ᷊ᴻḛḁᶍ ᶊᵩᵰᶪ≥ ⱱ ᶍ ᶍ ᶍ ᶊᶎᴲ≥ ⱱᶍ ᶍ ᶊ
ᵩᵣᶅ ᶍֹוᵾᵶᶅᵬᵾ ᵫ ᵬᵣᵲᶇᴲḜᶷ᷊ḥᴻḐᶍ ⱱᵫ וֹ ᶆᵡᶪᵲᶇᶊ ᶞᴲ

ᶍ ᶣ ᶍᵡᶪ ᶍ ᶍ ᶱ ᶠᶪᴳּנᵧᶅᴲᵲᶫᶨᶍ ᵫᴲ ᶊꞌᵷᶅ
ᶍ ⱱ ᶱ ᵰᶉᵫᶨ≥ ⱱᶱ ᵥ ᶱᴲ ᶍ ᶍ ᶩ ᶡ ᶠᶅ ᵸᶪᴳ

ᴴ ᶍ ᶍ ᴲ≥ ⱱᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶣ ᶱ ᵶᵾ ᴲ ᵫ ᶉ ⱱ
ᶱ ᴴ ᵸᶪᵲᶇᴲ ᶍ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᴲ ᶊᶧᶪ ⱱᶣ ᶊᶃᶉᵯᵲᶇᶉᶈᴲ
ᶊᶧᶪ ⱱᶱ ᶉᶡᶍᶇᵸᶪ ᶊᶃᵣᶅᶡ ᶱ ᶠᶪᴳ
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ḱ ṇ ḭ

Ẇ

Ḳ ṕ Ṗ

ẇễ

[1]

[2]

①地域連携ネットワークにおいて、民間企業等が権利擁
護支援の一部に参画する取組

③ [1] 寄付等の活用や、[2] 虐待案件等を受任する法人後
見など、都道府県・指定都市の機能を強化する取組

NPO

ṕ

Ṗ ṇ
○介護保険サービス事業者
○障害福祉サービス事業者
○信用金庫、生活協同組合
○金融機関や生命保険、
損害保険の子会社 等

ṇ ṇ

○市民後見養成研修修了者
○当事者団体の方 等

ḱ
○成年後見・権利擁護・金銭管理に精
通した専門職の団体
○社会福祉協議会などの福祉関係団体

◎本人の見守り・預金の引き出
しや手続きの立ち合いなど、
本人の意思決定の支援

◎日常的な金銭管理のサポート

監督・後方支援 監督・後方支援

Ẇ
Ẇ
Ẇ

◎権利擁護支援

Ẇ

Ṯ ṯ 1 5,000
Ṯ ṯ 3/4

Ṯ ṯ
Ẇ
Ẇ
Ẇ

けん制しあう関係

②簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定
を支援する取組

長野市、豊田市、八尾市、藤沢市、黒潮町、古賀市、京極町

【Ｒ４実施自治体】

ṕ Ệ ṌṖ

長野市、豊田市、八尾市、藤沢市、黒潮町、古賀市、京極町、

山口市、大川市

【Ｒ５実施自治体】
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֩ ֪
Ӷ ᶍ ᶊ ᵰᶅ ᵪᶃ ᶊ ᵹᶘᵬ
3 ⱱᶍ ╓ ḕḋḐḷᴻ᷄ᶄᵮᶩ

֩ ֪ ⱱᶍ ╓ ḕḋḐḷᴻ᷄ᶍ ᶉ ᵧ

ӡ ╓ ḕḋḐḷᴻ᷄ᶍ ᶇ

ᶷ ╓ ḕḋḐḷᴻ᷄ᶍ

╓ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶊ ⱱᶱ ᶇᵶᶅᵣᶪ ᶡ ᶠᵾ ╓ᶊ ᶨᵸ ᶅᶍ ᵫᴲ ᶍᵡᶪ ᶨ
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民間団体・ＮＰＯ等

金融関係団体

本人
（認知症高齢者）

後見人等

（市町村直営又は委託）

弁護士会・司法書士
会・社会福祉士会等※

社会福祉
協議会

地域包括支援センター、
基幹相談支援センター等

民生委員・自治会等
地域関係団体

医療・福祉関係団体等

本人
（障害者）

後見人等

医療機関
ケアマネ
ジャー

権利擁護支援チーム

協議会

障害福祉サー
ビス事業者

相談支援
専門員

家族・親族
民生委員
ボランティア

介護サービス
事業者

医療機関

身上保護、
財産管理等

身上保護、
財産管理等

権利擁護支援チーム

民生委員
ボランティア

家族・親族

家庭裁判所

ḱ

※ 地域の実情に応じて、
行政書士会、法テラス、
税理士会、精神保健福祉
士協会等の専門職団体、
消費生活センター、公証
役場等との連携も想定

設置済み 673自治体（38.7％）

市町村

ᴱ

都道府県
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ḱ ḱ など多様な主体の連携によるṡ Ṣ
の視点

ḱ
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○ 地域連携ネットワークの支援機能と地域の体制づくりに関する取組の実施状況は以下のとおり。 1,070 Ḯ
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※ 数値は令和５年４月1日時点の成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果によるもの。
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④その他



・社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の

地域共生社会の担い手としての役割や

経営の協働化・大規模化等
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注 「社会福祉連携推進法人、小規模法人のネットワーク化による協働事業事例集（2023年度版）」（厚生労働省令和５年度社会福祉推進事業 社会福祉連携推進法人制度の活用の促進に
関する調査研究事業）を基に作成。

Ẇ
ḱ
連携法人が共同で確保した専任職員（スーパーバイザー）を中心に、５法人の施設長クラスの職員が研修企画を行い、
年間を通じた研修を実施。小さい法人単独では実施が難しい経験別・階層別研修を年間60回余り実施。（リガーレ）

ḱ
人材確保のために、各法人に総務部門責任者等で構成される人材確保専任職員と、採用２～３年目の若手職員によるリ
クルーターを選出し、学生とともに社員法人の施設を巡るバスツアーの企画や就職フェアへの出展、広報ツールの作成、
大学・専門学校への訪問、ホームページ作成、リクルーター育成などの取組を実施。さらに、外国人技能実習生の受入も
共同で実施。（リガーレ）

ḱ ṇ ṇ ṇ
社員法人が抱える課題について、スーパーバイザーが介入、助言、伴走を実施。具体的には、研修体系の整理やOJTの
仕組みづくり、会議体系の整理などを実施。（リガーレ）

Ẇ
・ וֹףּ ỔỎở
業務に使用するＩＴ機器やサービスの調達・導入やインフラ整備、システム導入・開発に至るまで幅広く担当し、業務
におけるICT化を迅速かつ安全に提供。（日の出医療福祉グループ）

Ẇ
ḱ
パソコン、無線機器、業務用スマートフォン、セキュリティソフト等の一括購入を実施。（日の出医療福祉グループ）

ḱ
規模が小さい保育事業者が電子決済システムを活用できるようにするために、連携推進法人として複数の法人横断で活

用できるように検討。（あたらしい保育イニシアチブ）

Ẇ
ḱ
能登半島地震が発生し、1月4日に連携推進法人として、支援者を派遣することを決定。社員法人から、医師や看護師、

介護福祉士などの多職種チームとして、合計22人の職員が現地支援。（秋田圏域社会福祉連携推進会）

Ẇ
ḱ
権利擁護の必要な障がい者や高齢者への支援が不足しているという課題に対し、行政、社会福祉協議会、弁護士、地元

企業や地元銀行などの協力の下、家庭裁判所等との綿密な打ち合わせを経て、法人後見を受任。（となりの）
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